
 

 

 

参議院議員通常選挙の概要について 
 

１ 選挙の種類及び主な日程等 

選挙の種類 選挙 区 選 出議 員 選 挙 比例代表選出議員選挙 

公 示 令和４年６月22日（水） 

投 票 令和４年７月10日（日）午前７時～午後８時 

開 票 同上（即日開票）        午後９時15分から 

当 選 者 数 
神奈川県５人 ※ 

（定数４人及び欠員補充１人） 
全国50人 

※ 当選順位が５位の当選者の任期は令和７年７月28日 

（令和７年に任期を迎えるはずだった元参議院議員が他の選挙に立候補したことにより

欠員が生じており、通常選挙と同時に補欠選挙を行ういわゆる合併選挙になるため） 

 

 

２ 選挙人名簿登録者数 

選挙人名簿登録者数 ３，１３３，５２８人（令和４年６月１日現在） 

在外選挙人名簿登録者数 ４，８５７人（令和４年６月１日現在） 

 

 

３ 投・開票所等について 

（１）投票所数 

630か所  

（２）開票所 

各区１開票所 計18か所   

（３） 投・開票従事者数 

区分 従事者数 
左の内訳 

職員 民間従事者 

期日前投票 約  ４,５００人 約  １,２００人 約 ３,３００人 

投   票 約  ７,４００人 約  ３,０００人 約 ４,４００人 

開   票 約  ６,９００人 約  ６,４００人 約   ５００人 

合   計 約１８,８００人 約 １０,６００人 約 ８,２００人 

 

 

 

 

 

【裏面あり】 

令 和 ４ 年 ６ 月 1 7 日 
選挙管理委員会事務局選挙課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 

４ 投票について 

（１） 投票の方法等について 

参議院選挙区選出議員選挙 投票用紙（クリーム色（薄黄色））に候補者の氏名を自書 

参議院比例代表選出議員選挙 

投票用紙（白色）に名簿登載者の氏名を自書 

なお、名簿登載者の氏名に代えて政党等の名称を自書する

ことも可 

（２） 投票の順序 

   選挙区 → 比例代表 

（３） 期日前投票について 

設置場所 区 役 所 
臨 時 期 日 前 投 票 所 

（区選管の指定した施設） 

投票期間 ６月23日（木）～７月９日（土） （17日間）  ７月２日（土）～７月９日（土） （８日間）※１ 

投票時間 午前８時30分 ～ 午後８時 午前９時30分 ～ 午後８時※２ 

※１ 区選管の指定施設(臨時期日前投票所)は、施設により開設期間・投票時間が異なります 

※2 商業施設を利用する場合は、商業施設の開館時間から午後８時まで 

 

   「投票のご案内」裏面の請求書（兼宣誓書）の様式の変更について 

    「投票のご案内」の表面には、有権者の住所が印字されていることから、よりスムーズに期日前投

票をご利用いただけるように今回の選挙から、「投票のご案内」裏面の請求書（兼宣誓書）の住所欄

の記入を不要としました。 

（４） 不在者投票の投票用紙等のオンライン請求について 新規 

選挙人本人が行う名簿登録地以外の市町村における不在者投票に係る投票用紙等の請求手続き 

について、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を利用したオンラインによる請求が 

可能となります。 

受付開始日時：６月 16日（木） 午前８時 30分から 

 

 

５ ポスター掲示場について 

   設置数  ４,７１９か所  

 

 

６ 選挙公報について 

※神奈川県選挙管理委員会のホームページに掲載 

（本市ホームページから県ホームページへのリンクを貼ります。） 

（１） 参議院選挙区（神奈川県）選出議員選挙の選挙公報 

（２） 参議院比例代表選出議員選挙の選挙公報   

 

 

 

 

 

 

 



７ 投・開票速報について 

※神奈川県選挙管理委員会のホームページに掲載 

（本市ホームページから県ホームページへのリンクを貼ります。） 

（１） 投票速報 

【選挙区選出議員選挙】 

９時、10時、11時、14時、16時、18時、19時30分、確定 

【比例代表選出議員選挙】 確定のみ 

（２） 開票速報 

【選挙区選出議員選挙】   22時から30分ごとに確定まで 

【比例代表選出議員選挙】 確定のみ 

 

 

８ 啓発活動について 

  横断幕、ポスター、交通広告などによる効果的な投票参加の呼びかけを実施。 

  なお、特に若年層を対象としたWEB広告を活用した啓発を実施予定。 

 

 

９ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  有権者の皆様が安心して投票していただけるよう新型コロナウイルス感染症対策を実施い

たします。 

また、有権者の皆様へ次のとおり感染症対策についてご協力をお願いしてまいります。 

なお、今回の選挙につきましても、特例郵便等投票（新型コロナウイルス感染症で宿泊・

自宅療養等をしている方が対象）をご利用いただけます。 

（１）選挙管理委員会が実施する主な感染症対策 

ア 従事者のマスク着用 

イ 従事者は必要に応じて手袋、フェイスシールドの着用 

ウ 投票所入口等にアルコール消毒液の設置 

エ 「受付係」、「投票用紙交付係」などに飛沫防止用パーテーションの設置 

オ 筆記用具は「使い捨て鉛筆」を用意 

カ 記載台などの定期的な消毒 

キ 扉や窓の常時開放や定期的な換気の実施 

（２）有権者へお願いする感染症対策 

ア マスクの着用、咳エチケット、来場前、帰宅後の手洗い等の実施 

イ 周りの方との距離の確保 

ウ 混雑する時間帯（期日前投票では混雑する日）を避けた投票所等への来場 

エ 有権者が持参した鉛筆の使用が可能 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

選挙管理委員会事務局選挙課 選挙課長 廣澤 宣幸 Tel 045-671-3333 

 


